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    平成２８年４月以降の各種加算の取扱い変更等について（通知） 

 

 

平素より松原市障害福祉行政の推進に御協力いただき、ありがとうございます。 

さて、平成２８年４月以降の障害福祉サービス等に係る各種加算の取扱いの変更等

につきまして、別紙のとおりとなりますのでお知らせいたします。対象となる事業所

等におかれましてはご留意いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

松原市福祉部福祉指導課指導係 

電話 ０７２－３４９－３２０６ 

F A X ０７２－３３４－５９５９ 


